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健康・福祉 子育て・教育

（７） ３ １０ １

心身に障害のある方等の手当
　支給対象に該当すると思われる方はお問い合わせください。

問い合わせ　子育て推進課助成係

手当 支給対象・金額

児
童
扶
養
手
当

★１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間の児
童（２０歳未満で中度以上の障害を有する児童を含む）
で、次のいずれかの状態にある児童を扶養している方

▽父・母が死亡した児童

▽父・母が生死不明である児童

▽父・母に１年以上遺棄されている児童

▽父・母が１年以上拘禁されている児童

▽父・母が重度の障害を有する児童

▽婚姻によらないで生まれた児童

▽父母が離婚した児童

▽父・母が裁判所からＤＶ保護命令を受けた児童
★申請の月の翌月から所得額に応じて支給

▽ 全部支給…月額４３, １６０円、一部支給…月額
４３,１５０円～１０,１８０円

▽第２子加算…全部支給月額１０, １９０円、一部支給月
額１０,１８０円～５,１００円

▽第３子以降加算…全部支給月額６, １１０円、一部支給
月額６,１００円～３,０６０円

児
童
育
成
手
当

育
成
手
当

★１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間の児
童で、次のいずれかの状態にある児童を扶養している方

▽父・母が死亡した児童

▽父・母が生死不明である児童

▽父・母に１年以上遺棄されている児童

▽父・母が１年以上拘禁されている児童

▽父・母が重度の障害を有する児童

▽婚姻によらないで生まれた児童

▽父母が離婚した児童

▽父・母が裁判所からＤＶ保護命令を受けた児童
★申請の月の翌月から、児童１人月額１３,５００円

障
害
手
当

★次のいずれかに該当する２０歳未満の児童を扶養してい
る方

▽身体障害者手帳１・２級程度の障害を有する児童

▽愛の手帳１～３度程度の障害を有する児童

▽脳性まひまたは進行性筋萎縮症の児童
★申請の月の翌月から、児童１人月額１５,５００円

問い合わせ　障がい者福祉課庶務係

手当 支給対象・金額

特別障害者手当
（２０歳以上の方）

★重度の障害があるため、日常生活に常時特別な介護が必要な方（おおむ
ね身体障害者手帳１級か２級、愛の手帳１度か２度程度で、かつそれら
が重複している方。あるいは、これらと同等の疾病、精神障害の方）身
体障害者手帳または愛の手帳を取得していなくても、具体的な疾病、外
傷により心身に障害がある方は認定される場合があります。ただし、加
齢に伴う心身機能の低下は、基本的に非認定となります。

★申請の月の翌月から、月額２７,３５０円
※病院・診療所に３か月を超えて入院している方は、受給できません。

障害児福祉手当
（２０歳未満の児童）

★重度の障害があるため、日常生活に常時介護が必要な方（おおむね身
体障害者手帳１級か２級の一部、愛の手帳１度か２度程度の方。ある
いは、これらと同等の疾病、精神障害の方）

★申請の月の翌月から、月額１４,８８０円

重度心身障害者手当
（申請時６５歳未満の方）

★次のいずれかに該当する方

▽重度の知的障害で、著しい精神症状を有する方

▽重度の知的障害と重度の身体障害を重複している方

▽重度の肢体不自由で四肢機能障害の方（座っていることが困難な方）
★申請の日の月から、月額６０,０００円
※病院・診療所に３か月を超えて入院している方は、受給できません。

心身障害者
福祉手当
（申請時
６５歳未満

の方）

障害者福祉手当

★次のいずれかに該当する方

▽身体障害者手帳１～４級の方

▽愛の手帳１～４度の方

▽脳性まひの方

▽進行性筋萎縮症の方
★申請の日の月から、１～２級・１～３度・脳性まひ・進行性筋萎縮症
の方は月額１５，５００円（ただし対象者が２０歳未満の場合は、月額
８，０００円）、３～４級・４度の方は月額８，０００円

難病福祉手当
★特定医療費受給者証または難病医療券をお持ちの方
★申請の日の月から、月額６，０００円

特別児童扶養手当

★次の状態にある２０歳未満の児童を扶養している方

▽知的発達が遅滞しているか、精神の障害があり日常生活に著しい制限
を受ける状態にある児童

▽身体に重度・中度の障害や長期にわたる安静を必要とする病状があり、
日常生活に著しい制限を受ける状態にある児童

★申請の月の翌月から、１級（重度障害児）…月額５２, ５００円、２級
（中度障害児）…月額３４,９７０円

注意事項　障害福祉手当を受けている方は、難病福祉手当を受けられません。また、心身障害者福祉手
当に該当する児童を扶養している方が児童育成手当（障害手当）を受けている場合は、心身障害者福
祉手当を受けられません ▽各手当には、所得制限が設けられています。また、公的年金など（福祉年
金を除く）との併給制限があるものもあります ▽施設に入所している方には、支給されません。

東
京
都
シ
ル
バ
ー
パ
ス
新
規
申
し
込
み

　

満
70
歳
以
上
の
都
民
（
寝
た

き
り
の
方
を
除
く
）
に
対
し
、

申
し
込
み
に
よ
り
、
都
営
交
通

や
都
内
民
営
バ
ス
等
が
利
用
で

き
る「
東
京
都
シ
ル
バ
ー
パ
ス
」

を
発
行
し
ま
す
。
満
70
歳
に
な

る
月
の
初
日
か
ら
申
し
込
み
を

受
け
付
け
ま
す
。
希
望
す
る
方

は
、
費
用
（
下
表
参
照
）
と
必

要
書
類
を
お
持
ち
の
う
え
、
最

寄
り
の
バ
ス
営
業
所
で
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

有
効
期
間　

発
行
日
～
令
和
４

年
９
月
30
日

※
個
別
の
通
知
は
あ
り
ま
せ
ん

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

必
要
書
類

▽
全
員
…
本
人
確
認
書
類
（
保

険
証
や
運
転
免
許
証
な
ど
）

▽
②
の
方
…
令
和
３
年
度
介
護

保
険
料
納
入
通
知
書
（
所

得
段
階
区
分
欄
に
「
１
」

～
「
６
」
の
記
載
が
あ
る
も

の
）、
令
和
３
年
度
住
民
税

非
課
税
証
明
書
、
生
活
保
護

受
給
者
証
明
書
（
生
活
扶

助
）
の
い
ず
れ
か
１
つ

▽
③
の
方
…
令
和
３
年
度
住
民

税
課
税
証
明
書

※
住
民
税
課
税
・
非
課
税
証
明

書
は
、
市
民
税
課
（
市
役
所

１
階
）、
各
市
民
セ
ン
タ
ー

で
発
行
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

を
お
持
ち
の
方
は
、
コ
ン
ビ

ニ
で
も
発
行
で
き
ま
す
。

※
不
動
産
譲
渡
所
得
に
係
る
特

別
控
除
額
（
令
和
２
年
分
）

が
あ
る
場
合
は
控
除
し
ま

す
。

申
し
込
み

▽
都
バ
ス
早
稲
田
自
動
車
営
業

所
青
梅
支
所
（
森
下
町
554
）

☎
23
・
０
２
８
８

▽
西
東
京
バ
ス
青
梅
営
業
所

（
末
広
町
1
―
３
―
３
）
☎

32
・
０
６
２
１

※
有
効
期
限
が
令
和
３
年
９
月

30
日
の
シ
ル
バ
ー
パ
ス
を

お
持
ち
の
方
で
更
新
手
続

対象 費用

① 令和３年度の住民税が課税で、③以
外の方 ２０,５１０円

② 令和３年度の住民税が非課税の方

１,０００円
③

令和３年度の住民税が課税で、令和
２年の合計所得金額が１３５万円以
下の方（税法上の金額です）

き
を
し
て
い
な
い
方
は
、
10

月
中
に
最
寄
り
の
発
行
窓

口
で
手
続
き
し
て
く
だ
さ

い
。

問
い
合
わ
せ

▽
東
京
バ
ス
協
会
・
シ
ル
バ
ー 

パ
ス
専
用
電
話
☎
03
・
５
３ 

０
８
・
６
９
５
０
（
土
・
日

曜
日
、
祝
日
を
除
く
午
前
９

時
～
午
後
５
時
）

▽
市
高
齢
者
支
援
課
地
域
支
援

係

特
定
健
診
の
健
診
結
果
票
は
医
療
機
関
で
！

特
定
健
診
の
健
診
結
果
票
は
医
療
機
関
で
！

　

特
定
健
康
診
査
は
、
11
月
30

日
ま
で
で
す
。
各
医
療
機
関
で

は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

予
防
の
た
め
予
約
数
を
減
ら
し

て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の

で
、
早
め
の
受
診
を
お
願
い
し

ま
す
。

健
診
を
受
診
し
、
結
果
票
を

受
け
取
っ
て
い
な
い
方
へ

　

結
果
票
は
郵
送
さ
れ
ま
せ

ん
。
受
診
し
た
医
療
機
関
で
医

師
か
ら
説
明
を
受
け
、
結
果
票

を
受
け
取
っ
て
く
だ
さ
い
。

問 
い
合
わ
せ　

健
康
セ
ン
タ
ー

☎
23
・
２
１
９
１

青
梅
市
特
定
健
診
受
診
者
へ

青
梅
市
特
定
健
診
受
診
者
へ

管
理
栄
養
士
に
よ
る
健
診
結
果
の

管
理
栄
養
士
に
よ
る
健
診
結
果
の
活活いい

か
し
方
講
座

か
し
方
講
座

　

健
診
結
果
を
活
用
し
た
健
康

づ
く
り
や
、
食
事
・
運
動
な
ど

の
生
活
習
慣
に
つ
い
て
管
理
栄

養
士
が
お
話
し
し
ま
す
。

日 

時　

10
月
21
日
（
木
）　

午

前
10
時
～
11
時
30
分

会
場　

健
康
セ
ン
タ
ー

対 

象　

青
梅
市
特
定
健
康
診

査
・
後
期
高
齢
者
医
療
健
康

診
査
を
受
け
た
方

講 

師　

市
管
理
栄
養
士

定 

員　

先
着
15
人
（
予
約
制
）

費
用
無
料

持 

ち
物　

健
康
診
査
結
果
票

申 

し
込
み　

電
話
☎
23
・
２
１ 

９
１
で
健
康
セ
ン
タ
ー
へ

手
話
通
訳
者
を
配
置
し
て
い
ま
す

　

手
話
通
訳
を
必
要
と
す
る
方

は
、
各
種
申
請
や
手
続
き
な
ど

を
行
う
各
窓
口
へ
お
申
し
出
く

だ
さ
い
。

※ 

手
話
通
訳
者
が
各
種
申
請
や

手
続
き
を
代
行
す
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。

利
用
で
き
る
日
時　

火
曜
日
の

午
前
９
時
～
正
午
▽
水
曜

日
の
午
後
１
時
～
４
時

※
手
話
通
訳
者
が
ほ
か
の
方
の

通
訳
を
し
て
い
る
と
き
は
、

お
待
ち
い
た
だ
く
場
合
が

あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　

障
が
い
者
福
祉

課
庶
務
係

来
春
小
学
校
入
学
予
定
の
お
子
さ
ん
が
い
る
ご
家
庭
へ

新
入
学
に
か
か
る
経
費
を
援
助
し
ま
す

児
童
手
当
・
児
童
育
成
手
当
を
支
給
し
ま
す

10

月

は

児

童

手

当
・ 

児
童
育
成
手
当
の
支
払
月

　

10
月
15
日
（
金
）
に
６
～
９

月
分
の
手
当
を
指
定
の
口
座
に

振
り
込
み
ま
す
。

　

な
お
、
現
況
届
を
提
出
し
て

い
な
い
と
、
資
格
要
件
を
満
た

し
て
い
て
も
手
当
の
支
給
が
で

き
ま
せ
ん
。

　

ま
だ
現
況
届
を
提
出
し
て
い

な
い
方
は
、
至
急
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

問 

い
合
わ
せ　

子
育
て
推
進
課

助
成
係

令
和
４
年
度
学
童
保
育
入
所
申
請
に
つ
い
て

　

市
で
は
、
経
済
的
な
理
由
に

よ
り
教
育
費
の
支
出
に
お
困
り

の
家
庭
に
対
し
、
就
学
に
必
要

な
経
費
の
一
部
を
援
助
（
就
学

援
助
）
し
て
い
ま
す
。
就
学
に

必
要
な
経
費
の
う
ち
、
小
学
校

入
学
に
必
要
な
経
費
の
一
部
に

つ
い
て
、
入
学
前
に
受
け
取
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

10
月
上
旬
に
送
付
す
る
「
入

学
児
童
就
学
時
健
康
診
断
の
お

知
ら
せ
」
に
案
内
と
申
請
書
を

同
封
し
ま
す
。

　

支
給
に
つ
い
て
は
、
申
請
、

審
査
後
の
３
月
ご
ろ
と
な
り
ま

す
。

　

詳
細
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　

学
務
課
学
務
係

　

令
和
４
年
度
学
童
保
育
入
所

申
請
に
関
す
る
「
学
童
保
育
の

し
お
り
」
は
、
11
月
か
ら
配
布

し
ま
す
。
入
所
申
請
受
付
の
詳

細
は
、
広
報
お
う
め
11
月
１
日

号
に
掲
載
予
定
で
す
。

対 

象　

令
和
４
年
度
に
入
所
を

希
望
す
る
方

※ 

現
在
入
所
中
の
方
も
、
必
ず

申
請
が
必
要
で
す
。

問 

い
合
わ
せ　

子
育
て
推
進
課

子
育
て
推
進
係


